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Ⅱ－４ 施工体制評価 
 
(1)  施工体制評価の概要 

低入札工事においては、下請負者へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等が懸念 
され、品質確保のための体制その他の施工体制が確保されない恐れがあることから、適切な施工 
体制が確保されることを評価する。 

 
(2)  評価方法 

必要がないと認められる場合を除き、開札後に積算内訳説明書の提出を求め、その内容を審査
し 

た上で施工体制評価点を確定する。 
 
(3)  施工体制評価点の決定方法 

ア 応札者から提出された積算内訳説明書の内容により、次表により３段階に評価する。 
 

積算内訳説明書による審査結果 評 価 施工体制評価点 

施工体制が十分確保されている場合 評価Ａ 15 

施工体制が概ね確保されている場合 評価Ｂ 5 

施工体制の確保がされない恐れがある場合 評価Ｃ 0 

 
イ  積算内訳説明書の記載内容については、必要に応じてヒアリングを実施できることとし、そ 

の際には別途追加資料を求めることができる。 
ウ  積算内訳説明書に不備がある者については、評価Ｃとする。 
エ  期限までに積算内訳説明書を提出しなかった者のした入札は無効とする。 

 
(4)  低入札価格調査制度との関係 

ア  総合評価落札方式の入札を行った結果、低入札価格調査基準価格未満で応札した者が、提出 
された積算内訳説明書に基づき施工体制評価を行った上で落札候補者となった場合は、その者 
に対して低入札価格調査を実施するが、その際の失格判断には施工体制評価時に提出された積 
算内訳説明書を用いる。 

イ  施工体制評価に係る手続きは、総合評価落札方式における評価値算出の過程であり、積算内 
訳説明書において失格基準価格を下回っている場合でも失格とはならず、この入札参加者が落 
札候補者となった段階で低入札価格調査を実施し、失格の判断を行うことになることに注意す 
ること。 

 
(5) 適用工事 
   総合評価落札方式を試行する工事のうち、標準型（WTO 対象工事の適用基準額未満）、簡易型 

を適用する工事  
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Ⅳ 簡易型総合評価落札方式の実施 

 
Ⅳ－１ 評価項目 

 
Ⅳ－１－１ 簡易な施工計画 

 
(1) 基本的な考え方 

 ア 施工計画審査タイプⅠ型は、次表①②③の３項目とする。(※１) なお、※２に示す工事は 

①③の２項目とすることができる。 

 イ 施工計画審査タイプⅡ型は、次表①②③のうち、２項目を選択する。    

簡易な施工計画の項目  

① 工程管理に係る技術的所見 様式－１ 

② 品質管理に係る技術的所見 様式－２ 

③ 施工上の対処すべき技術的所見 様式―３ 

※１ 施工計画審査タイプⅠ型で、②品質管理に係る技術的所見の設定が困難な場合は、求める項目は３項 

目のままとし、項目①②③を工事特性に応じて①③③等に変更できるものとする。 

   ※２ 工事技術的難易度ランクがⅡ以下かつ品質管理に係る技術的所見の設定がない工事。  

ウ 選択した項目について、上表に示す様式により、入札参加者から簡易な施工計画を求める。 

 

(2) 簡易な施工計画の項目 

① 工程管理に係る技術的所見 

工程管理とは、所定の工期内に与えられた工事を、高品質、低費用、短時間という、相反するよう

な３つの目標を満足させて完成させることを目的に、計画工程表に基づく工事の進捗度管理を通じ

て、計画と実態の差異を把握、見直しなどをすることにより、契約条件に示された基準を満足する土

木構造物を所定の工期内に完成していくための管理のことである。 

こうした工程管理をより適正に行うための技術的所見について、以下の事項のうち、工事の性格等

に応じて、2 事項を選択することを基本とする。 

ア 異常気象等の緊急時の対応において、工程遅延防止のために、あらかじめ対処しておくべき技術的な工夫

に関する事項 

イ 工期等の制約条件がある場合において、所定の工期内に完成させるために、主たる工種において作業の効

率化を図る技術的な工夫に関する事項 

ウ 複数工事による輻輳や周辺環境への影響等の制約条件がある場合において、工程遅延防止を図るため、作

業の円滑化等を目的として、あらかじめ対処しておくべき技術的な工夫に関する事項 

エ その他（個別の工事毎に、具体的に設定） 

 

※ 効率化とは日数短縮効果のみならず、人的削減や施工性を向上させる提案 
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③ 施工上の対処すべき技術的所見 

 

当該工事における現地条件等を踏まえ、施工上の対処すべき技術的所見を求める。施工上の対処す

べき技術的所見は、仕様書等に規定されている対応方法に加えて、より安全で、より効果的となるよ

うな技術的な工夫を求めるものであり、以下の事項のうち、工事の性格等に応じて、2 事項を選択す

ることを基本とする。 

ア 自然環境への影響を少なくするための技術的な工夫に関する事項 

イ 社会環境（周辺施設等）への影響を少なくするための技術的な工夫に関する事項 

ウ より安全・安心な作業現場環境を確保するための安全管理等に係る技術的な工夫に関する事項 

エ 一般交通の安全確保等のために行う、より効果的な交通安全対策に係る技術的な工夫に関する事項  

オ その他①（発注者が個別の工事毎に、具体的に設定） 

カ その他②（入札参加者による独自設定）＊１ 

  （＊１他の所見や提案内容と重複しないこと） 

【注意事項】 

求める項目及び求める事項は、工事技術的難易度評価における大項目（「構造物条件」、「技術特性」、「自然  

条件」、「社会条件」、「マネジメント特性」）及び小項目（規模・形状等の構造物の条件、工法等の技術特  

性、気象等の自然条件、騒音振動等の社会条件、安全管理等のマネジメント特性など）の評価結果を参考に、工  

事の性格・内容等に応じて、重要度の高い項目を選択すること。なお、工事技術的難易度評価の項目と、技術的  

所見の求める項目・事項との関連性を、次表のとおり参考に示す。 

② 品質管理に係る技術的所見 

 

当該工事において、重要度の高い工事目的物を明示したうえで、これに係る品質管理について、技

術的所見を求める。品質管理において求める技術的所見は、仕様書等に規定されている一般的・標準

的な技術を求めているものではなく、工事目的物の品質を確保するための、より確実かつ向上させる

ような技術的な工夫を求めるものである。 

重要度の高い工事目的物において、品質のより確実な確保又は品質の向上を図るための品質管理に

係る技術的所見について、以下の事項のうち、工事の性格等に応じて、コンクリート構造物、土工、

軟弱地盤対策等の評価テーマを設定したうえで、2 事項を選択することを基本とする。 

ア  重要度の高い工事目的物の品質の確保・向上を図るために行う使用材料や機材等における技術的な工夫に

関する事項 

イ  重要度の高い工事目的物の品質の確保・向上を図るため、当該工事目的物の施工中に行う品質管理に係る

技術的な工夫に関する事項 

ウ  重要度の高い工事目的物の品質の確保・向上を図るため、当該工事目的物の施工後※かつ工事期間内に行

う品質管理に係る技術的な工夫に関する事項 

（※ ここでいう施工後とは、工事全体の完了ではなく、重要度の高い工事目的物を建設するにあたってのポ 

イントとなる施工上又は工種の区切りを指すもので、施工後の例を以下に示す。 

コンクリート打設後、載荷盛土施工後、アンカー施工後、地盤改良施工後、場所打ち杭掘削完了後など）  

エ その他（個別の工事毎に、具体的に設定） 

② 品質管理に係る技術的所見 

 

当該工事において、重要度の高い工事目的物を明示したうえで、これに係る品質管理について、技

術的所見を求める。品質管理において求める技術的所見は、仕様書等に規定されている一般的・標準

的な技術を求めているものではなく、工事目的物の品質を確保するための、より確実かつ向上させる

ような技術的な工夫を求めるものである。 

重要度の高い工事目的物において、品質のより確実な確保又は品質の向上を図るための品質管理に

係る技術的所見について、以下の事項のうち、工事の性格等に応じて、コンクリート構造物、土工、

軟弱地盤対策等の評価テーマを設定したうえで、2 事項を選択することを基本とする。 

ア 重要度の高い工事目的物の品質の確保・向上を図るために行う使用材料や機材等における技術的な工夫に関

する事項 

イ 重要度の高い工事目的物の品質の確保・向上を図るため、当該工事目的物の施工中に行う品質管理に係る技

術的な工夫に関する事項 

ウ 重要度の高い工事目的物の品質の確保・向上を図るため、当該工事目的物の施工後※かつ工事期間内に行う

品質管理に係る技術的な工夫に関する事項 

（※ ここでいう施工後とは、工事全体の完了ではなく、重要度の高い工事目的物を建設するにあたってのポ  

イントとなる施工上又は工種の区切りを指すもので、施工後の例をいかに示す。 

コンクリート打設後、載荷盛土施工後、アンカー施工後、地盤改良施工後、場所打ち杭掘削完了後など）  

エ その他（個別の工事毎に、具体的に設定） 

③ 施工上の対処すべき技術的所見 

 

当該工事における現地条件等を踏まえ、施工上の対処すべき技術的所見を求める。施工上の対処す

べき技術的所見は、仕様書等に規定されている対応方法に加えて、より安全で、より効果的となるよ

うな技術的な工夫を求めるものであり、以下の事項のうち、工事の性格等に応じて、2 事項を選択す

ることを基本とする。 

ア 自然環境への影響を少なくするための技術的な工夫に関する事項 

イ 社会環境（周辺施設等）への影響を少なくするための技術的な工夫に関する事項 

ウ より安全・安心な作業現場環境を確保するための安全管理等に係る技術的な工夫に関する事項 

エ 一般交通の安全確保等のために行う、より効果的な交通安全対策に係る技術的な工夫に関する事項  

オ その他①（発注者が個別の工事毎に、具体的に設定） 

カ その他②（入札参加者による独自設定）＊１ 

  （＊１他の所見や提案内容と重複しないこと） 

【注意事項】 

求める項目及び求める事項は、工事技術的難易度評価における大項目（「構造物条件」、「技術特性」、「自然  

条件」、「社会条件」、「マネジメント特性」）及び小項目（規模・形状等の構造物の条件、工法等の技術特性、  

気象等の自然条件、騒音振動等の社会条件、安全管理等のマネジメント特性など）の評価結果を参考に、工事の性  

格・内容等に応じて、重要度の高い項目を選択すること。なお、工事技術的難易度評価の項目と、技術的所見の求  

める項目・事項との関連性を、次表のとおり参考に示す。 



新 旧 備考

※北海道に準拠し、作業の効率化におけ
る評価基準を改正

※北海道に準拠し、工事目的物の取扱を
改正

※北海道に準拠し、主に対応すると想定
される項目を追加

※北海道に準拠し、入札参加者による独
自設定において想定される項目を明記

「石狩湾新港管理組合総合評価落札方式」新旧対照表 ※改正箇所のあるページのみ
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  工事技術的難易度評価小項目と主に対応すると想定される「簡易な施工計画」の項目 

 

 

 

項目 

 

 

 

事項 

工事技術的難易度評価項目 

構造物条件 技術特性 自然条件 社会条件 マネジメント特性 

規

模 

形

状 

そ

の

他 

工

法 

そ

の

他 

湧

水 

・

地

下

水 

軟

弱

地

盤 

作

業

用

道

路

ヤ

| 
ド 

気

象 

・

海

象 

そ

の

他 

地

中

障

害

物 

近

接

施

工 

騒

音 

・

振

動 

水

質

汚

濁 

作

業

用

道

路

ヤ

| 
ド 

現

道

作

業 

そ

の

他 

他

工

区

調

整 

住

民

対

応 

関

係

機

関

対

応 

工

程

管

理 

品

質

管

理 

安

全

管

理 

そ

の

他 

① 異常気象等の緊急時の対応につい  

○ 

     

△ 

  

△ 

 

○ 

     

△ 

 

△ 

         
工程管理

に 係 る 

技術的所見 

て、工程遅延防止のためにあらか
じめ対処しておくべき技術的な
工夫 

工期等の制約条件がある場合にお
い 

 

○ 

 

△ 

  

△ 

  

△ 

 

△ 

 

△ 

   

△ 

 

△ 

 

△ 

 

△ 

 

△ 

 

△ 

     

○ 

   

 て、所定の工期内に完成させる 

 ために、主たる工種において作業 

 の効率化を図る技術的な工夫 

 複数工事による輻輳や周辺環境へ  

○ 

     

△ 

 

△ 

 

△ 

          

○ 

 

○ 

 

○ 

    
 の影響等の制約条件がある場合に

お 

 いて、工程遅延防止のための作
業の円滑化等を目的として、

あらかじめ対処しておくべき
技術  

 技術的な工夫 

 その他                         

② 重要度の高い工事目的物の品質の
確 

 

△ 

 

○ 

  

○ 

  

○ 

 

○ 

  

○ 

             

○ 

  

品質管理

に 係 る 

技術的所見 

保・向上を図るために行う使用
材料や機材等における技術的な工
夫 
重要度の高い工事目的物の品質の  

△ 

 

○ 

  

○ 

  

○ 

 

○ 

  

○ 

             

○ 

  
 確保・向上を図るため、当該  

工事目的物の施工中に行う技術  

 的な工夫 

 重要度の高い工事目的物の品質の  

△ 

 

○ 

  

○ 

  

○ 

 

○ 

  

○ 

             

○ 

  
 確保・向上を図るため、当該工 

 事目的物の施工後かつ工事期間内
に 

 行う技術的な工夫 

 その他                         

③施工上
の対処す
べき技術
的所見 

自然環境への影響を少なくするた
めの技術的な工夫 

     ○ ○ ○      ○           

社会環境（周辺施設等）への影響を

少なくするための技術的な工夫           ○  ○  ○  ○  ○          

より安全・安心な作業現場環
境  

を確保するための安全管理等に  

係る技術的な工夫 

       ○       ○        ○  

一般交通の安全確保等のために行 

       
 

○ 
      

 
○ 

 
○ 

      
 

○ 
 う、より効果的な交通安全対策 

に係る技術的な工夫 

その他①                         

その他②（入札参加者による独自

設定） 
   △  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○   ○  

※    ○： 主に 対応する と想定される 項目    、    △ ：対 応が 想 定 され る項目 

 

 

  工事技術的難易度評価小項目と主に対応すると想定される「簡易な施工計画」の項目 

 

 

 

項目 

 

 

 

事項 

工事技術的難易度評価項目 

構造物条件 技術特性 自然条件 社会条件 マネジメント特性 

規

模 

形

状 

そ

の

他 

工

法 

そ

の

他 

湧

水 

・

地

下

水 

軟

弱

地

盤 

作

業

用

道

路

ヤ

| 
ド 

気

象 

・

海

象 

そ

の

他 

地

中

障

害

物 

近

接

施

工 

騒

音 

・

振

動 

水

質

汚

濁 

作

業

用

道

路

ヤ

| 
ド 

現

道

作

業 

そ

の

他 

他

工

区

調

整 

住

民

対

応 

関

係

機

関

対

応 

工

程

管

理 

品

質

管

理 

安

全

管

理 

そ

の

他 

① 異常気象等の緊急時の対応につい  

○ 

     

△ 

  

△ 

 

○ 

     

△ 

 

△ 

         
工程管理

に 係 る 

技術的所見 

て、工程遅延防止のためにあらか
じめ対処しておくべき技術的な
工夫 

工期等の制約条件がある場合にお
い 

 

○ 

 

△ 

  

△ 

  

△ 

 

△ 

 

△ 

   

△ 

 

△ 

 

△ 

 

△ 

 

△ 

 

△ 

     

○ 

   

 て、所定の工期内に完成させる 

 ために、主たる工種において作業 

 の効率化を図る技術的な工夫 

 複数工事による輻輳や周辺環境へ  

○ 

     

△ 

 

△ 

 

△ 

          

○ 

 

○ 

 

○ 

    
 の影響等の制約条件がある場合に

お 

 いて、工程遅延防止のための作
業  
の円滑化等を目的として、あ
ら  

 かじめ対処しておくべき技術的 

 な工夫 

 その他                         

② 重要度の高い工事目的物の品質の
確 

 

△ 

 

○ 

  

○ 

  

○ 

 

○ 

  

○ 

             

○ 

  

品質管理

に 係 る 

技術的所見 

保・向上を図るために行う使用
材 

料や機材等における技術的な工夫 

重要度の高い工事目的物の品質の  

△ 

 

○ 

  

○ 

  

○ 

 

○ 

  

○ 

             

○ 

  
 確保・向上を図るため、当該  

工事目的物の施工中に行う技術  

 的な工夫 

 重要度の高い工事目的物の品質の  

△ 

 

○ 

  

○ 

  

○ 

 

○ 

  

○ 

             

○ 

  
 確保・向上を図るため、当該工 

 事目的物の施工後かつ工事期間内
に 

 行う技術的な工夫 

 その他                         

③施工上
の対処す
べき技術
的所見 

自然環境への影響を少なくするた
めの技術的な工夫 

     ○ ○ ○                 

社会環境（周辺施設等）への影響を

少なくするための技術的な工夫           ○  ○  ○  ○  ○          

より安全・安心な作業現場環
境  

を確保するための安全管理等に  

係る技術的な工夫 

       ○       ○        ○  

一般交通の安全確保等のために行 

       
 

○ 
      

 
○ 

 
○ 

      
 

○ 
 う、より効果的な交通安全対策 

に係る技術的な工夫 

その他①                         

その他②                         

※    ○： 主に 対応する と想定される 項目    、    △ ：対 応が 想 定 され る項目 

 



新 旧 備考

※北海道に準拠し、事例を追加

※北海道に準拠し、事例を追加
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ウ 留意事項 

(ｱ) 簡易な施工計画の審査において以下の場合は、該当する技術的所見の全ての評価対象項目 

 について加点評価しないものとする。 

1)  工事名が間違っているもの 

2)  様式の枚数を守っていないもの 

3)  品質管理に係る技術的所見において、設定した評価テーマと明らかに異なる技術的所 

見が含まれるもの 

4)  記載どおりに行うと品質が確保できない、又は危険なもの 

 

(ｲ) 簡易な施工計画の審査において、技術的所見に次の内容が含まれた場合は、該当する技術 

的所見は加点評価しないものとする。 

1)  目的・方法、効果、範囲等が具体的でないもの、不明確なもの、不十分なもの 

（解説・事例等） 

2) 一般的・標準的なもの 

（解説・事例等） 

3) オーバースペックであるもの 

（解説・事例等） 

 

（参考）＜提案に対し、オーバースペックと判断する（した）場合がある事例＞ 
※ 現場条件、工事特性等により必ずしもオーバースペックと判断されるわけではない。提案 
 に当たっては各工事の入札説明書を確認すること。 

また、これ以外でも、過度なコスト負担を要していると判断される場合は、評価しないこ 
とがある。 

① 曖昧な表現は、記載内容について履行するかしないかが不明確であるため評価しない。 

（｢原則として～｣、｢～するよう努める｣、｢～を検討する｣、｢必要に応じて～する｣、 

｢できる限り～する｣） 

② 効果が数値等で具体的に示されていない場合は、評価しない場合がある。 

また、使用材料や機材などの適用条件が、現場条件に合致しない場合は、効果があると判断でき 

ないため評価しない。 

実施することで品質の低下が懸念される内容は評価しない。 

③ 技術的所見でＮＥＴＩＳ掲載の新技術については、ＮＥＴＩＳ番号のみを明記し、ＮＥＴＩＳ掲 

載以外の新技術・新工法・特許工法等(NETIS 掲載を終了した技術を含む)がある場合、該当する様 

式（様式１～３）とは別に、必要に応じて、１つの技術的所見につき、その技術内容や効果が把握 

できるカタロク等の資料を１枚に限り、添付する事。添付がない場合は評価しない場合がある。 

なお、ＮＥＴＩＳ番号の不記載や番号の間違いは評価しない。 

① 共通仕様書や特記仕様書の記載内容をそのまま記載しているような場合は評価しない。 

② 気象情報や緊急地震情報の入手など、誰もが入手可能な手段の活用のみでは評価しない。 

③ 着手前の工事区域に隣接する住民に対する工事内容の説明など、明らかに一般的なものは評価し 

ない。 

④ 増班による工程短縮の提案は評価しない場合がある。 

⑤ 簡易的な道路清掃・油類流出防止対策・除雪対策・照明設備などの対応は評価しない場合があ

る。 

 

技術的所見は品質低下を招く要因となるような多大な費用を要する内容を求めるものではない。 

こうした過大な提案（オーバースペック）は評価しない。 

オーバースペックと判断する（した）場合がある事例については、次を参考にすること。 

なお、この事例については、現場条件、工事特性等により必ずしもオーバースペックと判断される 

ものではないことに留意すること。 

ウ 留意事項 

(ｱ) 簡易な施工計画の審査において以下の場合は、該当する技術的所見の全ての評価対象項目 

 について加点評価しないものとする。 

1)  工事名が間違っているもの 

2)  様式の枚数を守っていないもの 

3)  品質管理に係る技術的所見において、設定した評価テーマと明らかに異なる技術的所 

見が含まれるもの 

4)  記載どおりに行うと品質が確保できない、又は危険なもの 

 

(ｲ) 簡易な施工計画の審査において、技術的所見に次の内容が含まれた場合は、該当する技術 

的所見は加点評価しないものとする。 

1)  目的・方法、効果、範囲等が具体的でないもの、不明確なもの、不十分なもの 

（解説・事例等） 

2) 一般的・標準的なもの 

（解説・事例等） 

3) オーバースペックであるもの 

（解説・事例等） 

 

 

① 曖昧な表現は、記載内容について履行するかしないかが不明確であるため評価しない。 

（｢原則として～｣、｢～するよう努める｣、｢～を検討する｣、｢必要に応じて～する｣、 

｢できる限り～する｣） 

② 「さらに」等の表現により２つ以上の所見と判断された場合は、評価しないことがある。 

③ 効果が数値等で具体的に示されていない場合は、評価しない場合がある。 

また、使用材料や機材などの適用条件が、現場条件に合致しない場合は、効果があると判断でき 

ないため評価しない。 

実施することで品質の低下が懸念される内容は評価しない。 

④ 技術的所見でＮＥＴＩＳ掲載の新技術については、ＮＥＴＩＳ番号のみを明記し、ＮＥＴＩＳ掲 

載以外の新技術・新工法・特許工法等(NETIS 掲載を終了した技術を含む)がある場合、該当する様 

式（様式１～３）とは別に、必要に応じて、１つの技術的所見につき、その技術内容や効果が把握 

できるカタロク等の資料を１枚に限り、添付する事。添付がない場合は評価しない場合がある。 

なお、ＮＥＴＩＳ番号の不記載や番号の間違いは評価しない。 

⑤ NETIS 掲載の新技術で新技術概要説明情報に記載された効果と異なる効果で提案し、その根拠 

説明等がない場合は評価しないことがある。 

⑥ 共通仕様書や特記仕様書に記載のない基準値等を適用し、その出典元等の記載がない場合は、評 

価しない場合がある。 

① 共通仕様書や特記仕様書の記載内容をそのまま記載しているような場合は評価しない。 

② 気象情報や緊急地震情報の入手など、誰もが入手可能な手段の活用のみでは評価しない。 

③ 着手前の工事区域に隣接する住民に対する工事内容の説明など、明らかに一般的なものは評価し 

ない。 

④ 増班による工程短縮の提案は評価しない場合がある。 

⑤ 簡易的な道路清掃・油類流出防止対策・除雪対策・照明設備などの対応は評価しない場合があ

る。 

 

技術的所見は品質低下を招く要因となるような多大な費用を要する内容を求めるものではない。 

こうした過大な提案（オーバースペック）は評価しない。 

オーバースペックと判断する（した）場合がある事例については、次を参考にすること。 

なお、この事例については、現場条件、工事特性等により必ずしもオーバースペックと判断される 

ものではないことに留意すること。 



新 旧 備考

※北海道に準拠し、ＩＣＴ技術の取扱を
改正

※北海道に準拠し、簡易な施工計画にお
いて、評価しない項目・事項を追加
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工種 発注者が 

設定した評価項目 

オーバースペックと見なされる技術提案内容 

 工事内容  その理由 

一

般

土

木 

コンクリー

ト構造物工

事 

コンクリートの品質 

・耐久性向上 

低発熱ポルトランドセメントの使用に加えて高

強度コンクリートに変更し、過剰な費用を要する

提案 

要求水準に対し過剰な品質・性能を実

現するため、高価な材料等の使用や必要

性の低いとされる提案の実施に過剰な費

用を要すと判断 

地盤改良

工事 

地盤改良による近

接構造物への影響 

対策 

設計基準強度を増加する提案 設計図書等の範囲を超えたグレード

アップに関する提案のため 

地盤改良による近

接構造物への影響 

対策 

追加ボーリングの実施等、必要以上の施工管理

を行う提案 

設計図書等に明示がなく通常設計変

更で対応している次項のため 

築堤護岸

工事 

狭隘な施工ヤード

での施工上配慮す

べき事項について 

施工延長全体にわたり仮設構台を設置する等の

提案 

必要以上の対策効果を実現する提案

のため 

アスファルト

舗装 

橋面排水性舗装工

の品質確保に関す

る工夫（防水対策 

を含む） 

レベリング層において全面にわたって砕石マ

スチック混合物（ＳＭＡ）を使用する提案 

過度なコスト負担を要していると判

断されるため 

軟弱地盤における

構造物脇の舗装の

残留沈下対策に関 

する工夫 

ＢＯＸ脇路床部の改良に軽量混合土等を使用

する提案 

過度なコスト負担を要していると判

断されるため 

工程管理に係わる

具体的な方策につ 

いて 

機種・機械の大型化等、設計図書等の範囲を

超えた効率化等を目的とした提案 

機種・機械の大型化等に係わる費用

が過度なコスト負担につながるため 

平坦性の向上 舗装表層における平坦性に過剰な数値を設定 

する提案 

過度なコスト負担を要していると判断

さ 

れるため 

浚渫 施工上配慮すべき 

事項 

特に必要性が認められない引船、押船、安全 

監視船等を過剰に配備する提案 

必要以上の対策効果を実現する提案のた

め 

 

(ｳ) 簡易な施工計画の審査において、技術的所見に次の内容が含まれた場合は、実施不可と 

し、開札前に当該技術的所見を「採用しない」旨、提案者に文書により通知するものとす 

る。 

1) 記載どおりに行うと品質が確保できない、又は危険なもの 

(ｴ) 簡易な施工計画に係る技術的所見については、簡潔に記載することとし１つの事項につき 

４００字程度（文末に使用文字数を記載）で記載すること。（「V-2 様式集」参照） 

(ｵ) 簡易な施工計画の審査においては、「ICT 活用モデル工事」対象工事の対象校種に関する 

技術的所見について評価しないものとする。 

(ｶ) 簡易な施工計画においては、温室効果ガス(二酸化炭素等)の削減等に関する評価項目・事 

項は設定しないものとし、これに係る技術的所見についても評価しないものとする。 

（参考）＜提案に対し、オーバースペックと判断する（した）場合がある事例＞ 
※ 現場条件、工事特性等により必ずしもオーバースペックと判断されるわけではない。提 
 案に当たっては各工事の入札説明書を確認すること。 

また、これ以外でも、過度なコスト負担を要していると判断される場合は、評価しないこ 
    とがある。 

 
 

工種 発注者が 

設定した評価項目 

オーバースペックと見なされる技術提案内容 

 工事内容  その理由 

一

般

土

木 

コンクリー

ト構造物工

事 

コンクリートの品質 

・耐久性向上 

低発熱ポルトランドセメントの使用に加えて高

強度コンクリートに変更し、過剰な費用を要する

提案 

要求水準に対し過剰な品質・性能を実

現するため、高価な材料等の使用や必要

性の低いとされる提案の実施に過剰な費

用を要すと判断 

地盤改良

工事 

地盤改良による近

接構造物への影響 

対策 

設計基準強度を増加する提案 設計図書等の範囲を超えたグレード

アップに関する提案のため 

地盤改良による近

接構造物への影響 

対策 

追加ボーリングの実施等、必要以上の施工管理

を行う提案 

設計図書等に明示がなく通常設計変

更で対応している次項のため 

築堤護岸

工事 

狭隘な施工ヤード

での施工上配慮す

べき事項について 

施工延長全体にわたり仮設構台を設置する等の

提案 

必要以上の対策効果を実現する提案

のため 

アスファルト

舗装 

橋面排水性舗装工

の品質確保に関す

る工夫（防水対策 

を含む） 

レベリング層において全面にわたって砕石マ

スチック混合物（ＳＭＡ）を使用する提案 

過度なコスト負担を要していると判

断されるため 

軟弱地盤における

構造物脇の舗装の

残留沈下対策に関 

する工夫 

ＢＯＸ脇路床部の改良に軽量混合土等を使用

する提案 

過度なコスト負担を要していると判

断されるため 

工程管理に係わる

具体的な方策につ 

いて 

機種・機械の大型化等、設計図書等の範囲を

超えた効率化等を目的とした提案 

機種・機械の大型化等に係わる費用

が過度なコスト負担につながるため 

平坦性の向上 舗装表層における平坦性に過剰な数値を設定 

する提案 

過度なコスト負担を要していると判断

さ 

れるため 

浚渫 施工上配慮すべき 

事項 

特に必要性が認められない引船、押船、安全 

監視船等を過剰に配備する提案 

必要以上の対策効果を実現する提案のた

め 

 

(ｳ) 簡易な施工計画の審査において、技術的所見に次の内容が含まれた場合は、実施不可と 

し、 開札前に当該技術的所見を「採用しない」旨、提案者に文書により通知するものとす 

る。 

1) 記載どおりに行うと品質が確保できない、又は危険なもの 

(ｴ) 簡易な施工計画に係る技術的所見については、簡潔に記載することとし１つの事項につき 

４００字程度（文末に使用文字数を記載）で記載すること。（「V-2 様式集」参照） 

(ｵ) 簡易な施工計画の審査においては、「ICT 活用モデル工事」対象工事の対象校種に関する 

 技術的所見について評価しないものとする。ただし、ICT 技術を応用し、別の技術と組み合 

わせて効果を高める、または別の効果を発現させる等、効果が明確であれば、その応用部分 

（付加的な内容）について評価する。 

(ｶ) 簡易な施工計画においては、温室効果ガス(二酸化炭素等)の削減等に関する評価項目・事 

項は設定しないものとし、これに係る技術的所見についても評価しないものとする。 

  (ｷ) 簡易な施工計画においては、熱中症対策・防寒対策に関する評価項目・事項は設定しない 

   ものとし、これに係る技術的所見についても評価しないものとする。 
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Ⅳ－１－２ 企業の施工能力等 
 
(1)  ISO マネジメントシステム標準評価項目 

ア 評価対象の種類 
   ISO9001 の取得を評価する。 
イ 評価基準 

有効期限が公告日以後のものを評価対象とする。 

 
(2)  地域精通度（施工実績） 標準評価項目 

地域精通度（施行実績）　標準評価項目

技術評価項目 評価基準 評価点

企業の
施行能力

地域精通度
（施行実績）

過去１５年間の工事箇所と同じ地域での施工実績 1.50
1.00
0.50
0.00

 
ア  評価対象工事 

北海道の各総合振興局（振興局）建設管理部及び建設部建築局、小樽市、石狩市及び管理組

合発注の最終請負金額５百万円以上の工事を対象とする。 

 

イ 評価対象期間 

(ｱ) 過去 15 年間を基本とする。 

(ｲ)  過去 15 年間は、当該年度の前年度から起算するものとし、15 年前の４月１日から 
前年度の３月 31 日までに完成し、引渡が完了した工事として設定する。 
（公告日が令和８年度の場合、平成 23 年 4 月 1 日から令和８年 3 月 31 日までに完成し、 
その後引渡が完了した工事。なお、工事完成検査及び引渡が次年になる場合も対象とな 
る。） 

 
ウ 評価基準 
  (ｱ) 施工計画審査タイプⅠ型には適用しない。 

(ｲ)  工事内容等に応じて、次表の適用１～３の中から選択する。 
(ｳ) 「隣接」の扱いは、工事の内容に応じて定義できることとする。 

技術評価項目 評 価 基 準        評価点 

地域 
精通度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

過去15年間の 
工事箇所と同
じ地域での施
工実績 
 
 
 
 
 
 
 

適用１ 
 
 
 

石狩振興局又は後志総合振興局管内 1.50 

上記に隣接する総合振興局・振興局管内 1.00 

道内 0.50 

なし 0.00 

適用２ 
 
 
 

小樽市、石狩市又は隣接する市町村 1.50 

石狩振興局又は後志総合振興局管内 1.00 

上記に隣接する総合振興局・振興局管内 0.50 

なし 0.00 

適用３ 
 
 
 

小樽市又は石狩市 1.50 

小樽市又は石狩市に隣接する市町村 1.00 

石狩振興局又は後志総合振興局管内 0.50 

なし 0.00 

 
エ その他 

施工実績に該当する工事が複数ある場合、入札参加者は、評価が最も高くなると予想される 
工事を１つ選択の上、施工実績を証明する資料として、コリンズ（工事実績情報サービス）の 
登録内容確認書（工事実績）の写しを提出する。 

ISOマネジメントシステム　標準評価項目

技術評価項目 評価基準 評価点

企業の
施工能力 上記以外 0.00

ISOマネジメントシステ
ムの取得

ISO9001を取得 0.50

Ⅳ－１－２ 企業の施工能力等 
 
(1) ISO マネジメントシステム標準評価項目 

ア 評価対象の種類 
   ISO9001 の取得を評価する。 
イ 評価基準 

有効期限が公告日以後のものを評価対象とする。 

 
(2) 地域精通度（施工実績） 標準評価項目 

地域精通度（施行実績）　標準評価項目

技術評価項目 評価基準 評価点

企業の
施行能力

地域精通度
（施行実績）

過去１５年間の工事箇所と同じ地域での施工実績 1.50
1.00
0.50
0.00

 
ア  評価対象工事 

北海道の各総合振興局（振興局）建設管理部及び建設部建築局、小樽市、石狩市及び管理組

合発注の最終請負金額５百万円以上の工事を対象とする。 

 

イ 評価対象期間 

(ｱ)  過去 15 年間を基本とする。 
(ｲ)  過去 15 年間は、当該年度の前年度から起算するものとし、15 年前の４月１日から 

前年度の３月 31 日までに完成し、引渡が完了した工事として設定する。 
（公告日が令和７年度の場合、平成 22 年 4 月 1 日から令和７年 3 月 31 日までに完成

し、 
その後引渡が完了した工事。なお、工事完成検査及び引渡が次年になる場合も対象とな 
る。） 
 

ウ 評価基準 
    (ｱ) 施工計画審査タイプⅠ型には適用しない。 

(ｲ)  工事内容等に応じて、次表の適用１～３の中から選択する。 
(ｳ) 「隣接」の扱いは、工事の内容に応じて定義できることとする。 

技術評価項目 評 価 基 準        評価点 

地域 
精通度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

過去15年間の 
工事箇所と同
じ地域での施
工実績 
 
 
 
 
 
 
 

適用１ 
 
 
 

石狩振興局又は後志総合振興局管内 1.50 

上記に隣接する総合振興局・振興局管内 1.00 

道内 0.50 

なし 0.00 

適用２ 
 
 
 

小樽市、石狩市又は隣接する市町村 1.50 

石狩振興局又は後志総合振興局管内 1.00 

上記に隣接する総合振興局・振興局管内 0.50 

なし 0.00 

適用３ 
 
 
 

小樽市又は石狩市 1.50 

小樽市又は石狩市に隣接する市町村 1.00 

石狩振興局又は後志総合振興局管内 0.50 

なし 0.00 

 
エ その他 

施工実績に該当する工事が複数ある場合、入札参加者は、評価が最も高くなると予想され
る工事を１つ選択の上、施工実績を証明する資料として、コリンズ（工事実績情報サービ
ス）の登録内容確認書（工事実績）の写しを提出する。 

ISOマネジメントシステム　標準評価項目

技術評価項目 評価基準 評価点

企業の
施工能力 上記以外 0.00

ISOマネジメントシステ
ムの取得

ISO9001を取得 0.50
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Ⅳ－１－３ 配置予定技術者 
 

(1) 主任（監理）技術者の資格 標準評価項目 

   

ア 評価対象の種類 

技術士、一級・二級土木施工管理技士及び一級・二級建設機械施工技士を評価する。 
 

イ 評価対象期間 
一級・二級土木施工管理技士、一級・二級建設機械施工技士の有資格期間は、当該工事の

公告時点における有資格年数で評価する。 
 

ウ 評価基準 
(ｱ)  求める資格の種類は、技術士、一級・二級土木施工管理技士及び一級・二級建設機械施 

工技士とするが、工種に応じて設定できる。 
  (ｲ)  求める技術士の分野は、建設部門とする。 

 
エ その他 

(ｱ)  必要に応じて、舗装施工管理技術者等を評価項目に追加することができる。 
(ｲ)  舗装工事に係る資格を乙型共同企業体（分担施工方式）において追加した場合は、舗装 

工事を担当する構成員の配置予定技術者で評価する。 
 
 

(1)  主任（監理）技術者の継続教育 標準評価項目 

 
ア 評価対象の種類 

 評価対象とする継続教育の種類は、次表のとおりとする。 
   なお、令和元年度後半以降の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う講習会等の開催回数減 

少を踏まえた特例措置として、当面の間、推奨単位は括弧内の数字とする。 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 

主任（監理）技術者の資格　標準評価項目

技術評価項目 評価基準 評価点

配置予定
技術者

主任（監理）技術者の資
格

技術士又は有資格期間５年以上の
一級土木施工管理技士・一級建設機械施工技士

1.00

一級土木施工管理技士・一級建設機械施工技士 0.75

二級土木施工管理技士・二級建設機械施工技士
　（有資格期間10年以上）

0.50

二級土木施工管理技士・二級建設機械施工技士
　（有資格期間５年以上）

0.25

上記以外 0.00

配置予定
技術者

主任（監理）技術者の継続教育標準評価項目

技術評価項目 評価基準 評価点

主任（監理）技術者の
継続教育

CPDの証明あり（推奨単位以上取得） 0.50
なし 0.00

 

Ⅳ－１－３ 配置予定技術者 
 

(1) 主任（監理）技術者の資格 標準評価項目 

   

ア 評価対象の種類 

技術士、一級・二級土木施工管理技士及び一級・二級建設機械施工技士を評価する。 
 

イ 評価対象期間 
一級・二級土木施工管理技士、一級・二級建設機械施工技士の有資格期間は、当該工事の

公告時点における有資格年数で評価する。 
 

ウ 評価基準 
(ｱ) 求める資格の種類は、技術士、一級・二級土木施工管理技士及び一級・二級建設機械施

工技士とするが、工種に応じて設定できる。 
   (ｲ) 求める技術士の分野は、建設部門とする。 

 
エ その他 

(ｱ) 必要に応じて、舗装施工管理技術者等を評価項目に追加することができる。 
(ｲ) 舗装工事に係る資格を乙型共同企業体（分担施工方式）において追加した場合は、 

舗装工事を担当する構成員の配置予定技術者で評価する。 
 
 

(2) 主任（監理）技術者の継続教育 標準評価項目 

 
ア 評価対象の種類 

  評価対象とする継続教育の種類は、次表のとおりとする。 
 なお、令和元年度後半以降の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う講習会等の開催回数 
減少を踏まえた特例措置として、当面の間、推奨単位は括弧内の数字とする。 

 
     
 
 
 
 
 
 

主任（監理）技術者の資格　標準評価項目

技術評価項目 評価基準 評価点

配置予定
技術者

主任（監理）技術者の資
格

技術士又は有資格期間５年以上の
一級土木施工管理技士・一級建設機械施工技士

1.00

一級土木施工管理技士・一級建設機械施工技士 0.75

二級土木施工管理技士・二級建設機械施工技士
　（有資格期間10年以上）

0.50

二級土木施工管理技士・二級建設機械施工技士
　（有資格期間５年以上）

0.25

上記以外 0.00

配置予定
技術者

主任（監理）技術者の継続教育標準評価項目

技術評価項目 評価基準 評価点

主任（監理）技術者の
継続教育

CPDの証明あり（推奨単位以上取得） 0.50
なし 0.00



新 旧 備考

※北海道に準拠し、推奨単位の変更

※北海道に準拠し、時点修正

※北海道に準拠し、新型コロナウイルス
期の特例措置について記載整理

※北海道に準拠して改正（時点修正）

※評価項目新設に伴う改正（評価項目新
設に伴う評価点の改正）

※評価項目新設に伴う改正（評価項目新
設に伴う評価点の改正）

「石狩湾新港管理組合総合評価落札方式」新旧対照表 ※改正箇所のあるページのみ

（P16）

団 体 名        

推 奨 単 位        

１年間 ２年間 ３年間 ４年間 ５年間 

(一社)全国土木施工管理技士会連合会 
20(10） 

ユニット以上 

40(20) 

ユニット以上 

60(30) 

ユニット以上 

80(50) 

ユニット以上 

100(70) 

ユニット以上 

(公社)土木学会 
50(25) 

単位以上 
－ － － 

 

(公社)日本技術士会 
50(25) 

 CPD時間以上 
－ 

150(75)  

CPD時間以上 
－ 

 

（注）推奨単位は、各団体が示す令和７年１月末現在の数字 
 

イ 評価基準 
(ｱ)  配置予定技術者が取得した継続教育の単位を評価する。 
(ｲ)  推奨単位は上記表のとおりとする。  
(ｳ)  推奨単位の１年間は、当該年度の前年度に取得した単位とする。 

（公告日が令和７年度の場合、令和７年３月３１日迄の１年間とする。） 
(ｴ)  推奨単位の２年間以上は、必ず当該年度の前年度を含めた期間に取得した単位とす

る。 
（２年間の場合、前々年度及び前年度の２年間） 

 
 

(3) その他 
  ア 建設業法上兼任配置を認める場合の評価の扱いについては、次のとおりとする。   

 

主任（監理）技術者の 兼任の場合 

(1) 資格 重複して評価できる。 

(2) 継続教育 重複して評価できる。 

 
    （参考例）ある監理技術者が、年度内に複数工事を担当する場合   

 
石
狩
湾
新
港
管
理
組
合 

 
 
 
 
 
  

 

 工事Ａ 工事Ｂ 工事Ｃ 

(1) 資格 評価 評価 評価 

(2) 継続教育 評価 評価 評価 

 
 イ 入札参加者が技術評価項目申請書を提出する際、配置予定技術者を特定できず複数の候補者 

がいる場合は、各候補者の中から評価が最も低い１名で申請することとする。（申請した配置 
予定技術者と実際の配置技術者が異なることは問題ないが、申請した配置予定技術者の評価よ 
り実際の配置技術者の評価が下がる場合、減点の対象となる。） 

 

工事Ａ 

（監理技術者） 

工事Ｂ 

（監理技術者） 

工事Ｃ 

（監理技術者） 

公   申   入 

告   請   札 

 

公   申   入 

告   請   札 

 

 

団 体 名        

推 奨 単 位        

１年間 ２年間 ３年間 ４年間 ５年間 

(一社)全国土木施工管理技士会連合会 
20(10） 

ユニット以上 

40(20) 

ユニット以上 

60(30) 

ユニット以上 

80(50) 

ユニット以上 

(特例:70) 

100(70) 

ユニット以上 

(特例:80) 

(公社)土木学会 
50(25) 

単位以上 
－ － － 

 

(公社)日本技術士会 
50(25) 

 CPD時間以上 
－ 

150(75)  

CPD時間以上 
－ 

 

（注）推奨単位は、各団体が示す令和８年１月末現在の数字 
 

イ 評価基準 
(ｱ)  配置予定技術者が取得した継続教育の単位を評価する。 
(ｲ)  推奨単位は上記表のとおりとする。  
(ｳ)  推奨単位の１年間は、当該年度の前年度に取得した単位とする。 

（公告日が令和８年度の場合、令和８年３月３１日迄の１年間とする。） 
(ｴ)  推奨単位の２年間以上は、必ず当該年度の前年度を含めた期間に取得した単位とす

る。 
（２年間の場合、前々年度及び前年度の２年間） 

   (ｵ) 令和元年後半以降の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う講習会等の開催回数減少 
を踏まえた特例措置として、推奨単位は表内の数字とするが、４年間以上は特例の単位 
とする。 

 
(3) その他 
  ア 建設業法上兼任配置を認める場合の評価の扱いについては、次のとおりとする。   

 

主任（監理）技術者の 兼任の場合 

(1) 資格 重複して評価できる。 

(2) 継続教育 重複して評価できる。 

 
    （参考例）ある監理技術者が、年度内に複数工事を担当する場合   

 
石
狩
湾
新
港
管
理
組
合 

 
 
 
 
 
  

 

 工事Ａ 工事Ｂ 工事Ｃ 

(1) 資格 評価 評価 評価 

(2) 継続教育 評価 評価 評価 

 
 イ 入札参加者が技術評価項目申請書を提出する際、配置予定技術者を特定できず複数の候補者 

がいる場合は、各候補者の中から評価が最も低い１名で申請することとする。（申請した配置 
予定技術者と実際の配置技術者が異なることは問題ないが、申請した配置予定技術者の評価よ 
り実際の配置技術者の評価が下がる場合、減点の対象となる。） 

 
 
 

工事Ａ 

（監理技術者） 

工事Ｂ 

（監理技術者） 

工事Ｃ 

（監理技術者） 

公   申   入 

告   請   札 

 

公   申   入 

告   請   札 
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Ⅳ－１－４ 担い手の育成・確保 

 

  新規の雇用 標準評価項目     

     

ア 評価対象 

   評価対象は以下いずれかの企業を評価対象とする。 

(ｱ) 過去５年間において、学校教育法に定める高校、高専、大学、大学院、専修学校等や職業能力開     

発促進法に基づく公共職業能力開発施設を卒業・修了した者を（卒業・修了年度を含む４か年度以 

内）雇用した企業。 

(ｲ)  過去５年間において、建設業の許可を受けている企業に従事していた離職者を雇用した企業。な 

お、自社で解雇した職員を再び雇った場合は評価の対象としない。 

    なお、(ｱ)と(ｲ)のいずれの場合においても、対象者は次の要件を満たすこと。 

    ・ 令和８年４月１日時点で３か月を超える継続雇用関係にある者とする。（継続雇用とは、期 

     間の定めのない雇用契約労働者（いわゆる正規雇用）とする。） 

    ・採用時点において、満３５歳未満の者とする。 

    

イ 評価期間 

過去５年間は、当該年度の前年度から起算するものとし、５年前の４月１日から前年度の３月３１ 

日までの期間。(公告日が令和８年度の場合、令和３年４月１日から令和８年３月 31 日までの期間） 

 

ウ 評価基準 

(ｱ) 管理組合において年１回の落札まで、申請ができる。（年１回とは、当該年度において入札 

公告を行う工事に対し、１回限りとする。） 

(ｲ) 「申請」は工事を落札できるまで申請ができる。 
ただし、複数の工事に重複して申請し先行する工事で落札予定者となった場合は、当該 工 

事の次以降の申請済み工事の当該項目の評価は、０点として評価値を算出する。 
なお、先行する工事とは、入札日の早い順（同一入札日に複数申請している場合は、告示番 

号順）で判断する。 
(ｳ) 共同企業体において、構成員の複数に新規の雇用実績がある場合は、いずれかの構成員の 

雇用実績をもって当該共同企業体の「申請」とすることができる。「申請」による落札 
以降は、申請した構成員は、単体、共同企業体を問わず申請できない。 

 

Ⅳ－１－５ 地域の守り手確保 
 

(1)  主たる営業所の所在地 標準評価項目 

 

新規の雇用　標準評価項目

技術評価項目 評価基準 評価点

担い手の育
成・確保

新規の雇用 新規の雇用あり 0.50

なし 0.00

主たる営業所の所在地 標準評価項目 

技術評価項目 評価基準 評価点 

地域の守 
り手確保 

地域の安 
全・安心 
貢献度 

主たる営業所の所在地 工事箇所と同じ地域内での主たる営業所 1.00 
0.50 
0.00 

 
 
 

Ⅳ－１－４ 担い手の育成・確保 

 

  新規の雇用 標準評価項目     

 

ア 評価対象 

   評価対象は以下いずれかの企業を評価対象とする。 

(ｱ) 過去５年間において、学校教育法に定める高校、高専、大学、大学院、専修学校等や職業能

力開発促進法に基づく公共職業能力開発施設を卒業・修了した者を（卒業・修了年度を含む４

か年度以内）雇用した企業。 

(ｲ)  過去５年間において、建設業の許可を受けている企業に従事していた離職者を雇用した企

業。なお、自社で解雇した職員を再び雇った場合は評価の対象としない。 

     なお、(ｱ)と(ｲ)のいずれの場合においても、対象者は次の要件を満たすこと。 

   ・ 令和７年４月１日時点で３か月を超える継続雇用関係にある者とする。（継続雇用とは、期 

    間の定めのない雇用契約労働者（いわゆる正規雇用）とする。） 

   ・採用時点において、満３５歳未満の者とする。 

    

イ 評価期間 

過去５年間は、当該年度の前年度から起算するものとし、５年前の４月１日から前年度の３月３

１日までの期間。(公告日が令和 7 年度の場合、令和 2 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの期間） 

 

ウ 評価基準 

(ｱ) 管理組合において年１回の落札まで、申請ができる。（年１回とは、当該年度において入 

札公告を行う工事に対し、１回限りとする。） 

(ｲ) 「申請」は工事を落札できるまで申請ができる。 
ただし、複数の工事に重複して申請し先行する工事で落札予定者となった場合は、当該 
工事の次以降の申請済み工事の当該項目の評価は、０点として評価値を算出する。 

なお、先行する工事とは、入札日の早い順（同一入札日に複数申請している場合は、告 
示番号順）で判断する。 

(ｳ) 共同企業体において、構成員の複数に新規の雇用実績がある場合は、いずれかの構成員 
の雇用実績をもって当該共同企業体の「申請」とすることができる。「申請」による落札 
以降は、申請した構成員は、単体、共同企業体を問わず申請できない。 

 

Ⅳ－１－５ 地域の守り手確保 
 

(1) 主たる営業所の所在地 標準評価項目 

 

ア 評価対象 

主たる営業所とは、次のいずれかに該当するものをいう。 

新規の雇用　標準評価項目

技術評価項目 評価基準 評価点

担い手の育
成・確保

新規の雇用 新規の雇用あり 0.50

なし 0.00

主たる営業所の所在地 標準評価項目 

技術評価項目 評価基準 評価点 

地域の守 
り手確保 

地域の安 
全・安心 
貢献度 

主たる営業所の所在地 工事箇所と同じ地域内での主たる営業所 1.00 
0.50 
0.00 
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（小数点以下切り捨て） 

 

自社施工額    ：請負費のうち一次下請施工額以外の金額（税込） 

一次下請施工額：元請（自社）から一次下請企業への支払金額（税込） 

請負額        ：入札金額（税込） 

 

注） 元請が地域内企業及び地域外企業で構成される共同企業体である場合には、 

自社施工額を出資比率で按分した金額を各構成員の施工額とし、そのうち地域 

内企業である構成員の施工額を、自社施工額のうち地域内企業施工額とする。 

※ 計算例は次項参照 

 

ウ その他 

・ 「主たる営業所」は、Ⅳ－1－5（１）主たる営業所の所在地標準評価項目のアと同様

の扱いとする。 

 

エ 履行確認 

履行確認は、上記算定式により「地域内企業活用比率」を計算し確認する。 

・ 地域内企業の一次下請施工額は、該当する施工体制台帳により確認する。 

・ 自社施工額は、最終契約額（税込）から、一次下請施工額（総額）を差し引いて確認 

する。なお、共同企業体の場合は、上記【イ 評価基準】注）と同様の扱いとする。 

 

(2) 環境対策の認定制度等

 
 

ア 評価対象 
評価対象は以下のいずれかの認定又は認証登録により評価する。 
・ 評価対象とする認定制度等の種類は、ISO14001、北海道グリーン・ビズ認定制度 

「優良な取組」部門、さっぽろエコメンバー登録制度、北海道環境マネジメントシステ 
ムスタンダード（ＨＥＳ）、エコアクション２１（ＥＡ２１）とする。 

・ 認定又は登録期間の終了日が公告日以後のものを評価対象とする。  

 
イ 評価基準 

入札参加者から提出される「環境対策の認定制度等の有無」(様式-７)により評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　（自社施工額＋一次下請施工額）のうち地域内企業施工額

請負額（予定）
地域内企業活用比率(％) ＝ ×100

評価点

地域の守 地域社会 環境対策の 0.50

り手確保 貢献 認定制度等 0.00

環境対策の認定制度等　標準評価項目

技術評価項目 評価基準

なし

該当有り

 

 
 

（小数点以下切り捨て） 

 

自社施工額 ：請負費のうち一次下請施工額以外の金額（税込） 

一次下請施工額：元請（自社）から一次下請企業への支払金額（税込） 

請負額 ：入札金額（税込） 

 

注） 元請が地域内企業及び地域外企業で構成される共同企業体である場合には、 

自社施工額を出資比率で按分した金額を各構成員の施工額とし、そのうち地域 

内企業である構成員の施工額を、自社施工額のうち地域内企業施工額とする。 

※ 計算例は次項参照 

 

ウ その他 

・「主たる営業所」は、Ⅳ－1－5（１）主たる営業所の所在地標準評価項目のアと同様の扱

いとする。 

 

エ 履行確認 

履行確認は、上記算定式により「地域内企業活用比率」を計算し確認する。 

・ 地域内企業の一次下請施工額は、該当する下請負人選定通知書により確認する。 

・ 自社施工額は、最終契約額（税込）から、一次下請施工額（総額）を差し引いて確認 

 する。なお、共同企業体の場合は、上記【イ 評価基準】注）と同様の扱いとする。 

 

(2) 環境対策の認定制度等

 
 

ア 評価対象 
評価対象は以下のいずれかの認定又は認証登録により評価する。 
・ 評価対象とする認定制度等の種類は、ISO14001、北海道グリーン・ビズ認定制度 

「優良な取組」部門、さっぽろエコメンバー登録制度、北海道環境マネジメントシステ 
ムスタンダード（ＨＥＳ）、エコアクション２１（ＥＡ２１）とする。 

・ 認定又は登録期間の終了日が公告日以後のものを評価対象とする。  

 
イ 評価基準 

入札参加者から提出される「環境対策の認定制度等の有無」(様式-７)により評価する。 

 

 

　（自社施工額＋一次下請施工額）のうち地域内企業施工額

請負額（予定）
地域内企業活用比率(％) ＝ ×100

評価点

地域の守 地域社会 環境対策の 0.50

り手確保 貢献 認定制度等 0.00

環境対策の認定制度等　標準評価項目

技術評価項目 評価基準

なし

該当有り
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Ⅳ－１－６ 減点項目 
(1) 減点 標準評価項目 

 ※ 令和２年度より前の「瑕疵」については、「契約不適合」と読み替える。 
 
ア 減点対象 

(ｱ) 過去６か月以内に重要な契約不適合に伴う修補(損害賠償)請求を受けた工事 
(ｲ) 過去６か月以内に総合評価落札方式において技術評価項目の不履行を行った工事 

 
イ 減点事例 

(ｱ) 重要な契約不適合に伴う修補（損害賠償）請求を受けた事例 
a  重要な契約不適合に伴う修補の請求、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠 
償請求を受けた事例（工事施行成績で、２０点減点の措置を受けたもの）を減点対象とす 
る。 

b 過去６ヶ月は、当該工事の公告日の月の７ヶ月前から２ヶ月前までの６ヶ月間とし、該 
当の有無は修補（損害賠償）請求日で判断する。 
(公告日が令和８年５月 10 日の場合、令和７年 10 月１日から令和８年３月 31 日まで 
の期間となる。） 

 
(ｲ) 総合評価落札方式において技術評価項目の不履行を行った事例 

a 総合評価落札方式において、工事施行成績の減点を伴う技術評価項目の不履行を行っ 
た事例を減点対象とする。 

 （やむを得ない事情による配置技術者の不履行の場合は次項のウの(ｲ)による。） 
b 過去６ヶ月は、当該工事の公告日の月の７ヶ月前から２ヶ月前までの６ヶ月間とし、 
該当の有無は工事検査日で判断する。 
(公告日が令和８年５月 10 日の場合、令和７年 10 月１日から令和８年３月 31 日まで 

の期間となる。） 
 

ウ その他 
(ｱ) 減点評価対象工事は、管理組合発注工事を対象とする。 
(ｲ) 過去の工事における工事施行成績の減点の理由が、配置予定技術者における死亡・健康 

上の理由等、やむを得ない事情による主任（監理）技術者の資格、継続教育の不履行による 
場合は「過去６ヶ月の措置による減点」の対象外とする。 

なお、上記事情の場合は、医療機関等の診断書の提示を求める。 

 
 
Ⅳ－１－７ 標準評価項目 
(1) 施工計画審査タイプ  

ア 基本的な考え方 

(ｱ) 施工計画審査タイプの技術評価点については、Ⅰ型は１９．２５点、Ⅱ型は１６．７５ 

点を基本とする。 

 (ｲ) 各評価項目は表 B を標準とする。 

 

イ 配点案 

(ｱ) 表 B に基づいて配点する。 

(ｲ) 簡易な施工計画は、Ⅰ型は①②③の 3 項目で配点を 15 点、Ⅱ型は①②③から２項目を 

選択し、配点を１０点とする。 

 

ウ 必要に応じて、企業の施工能力、配置予定技術者、担い手の育成・確保、地域の守り手確保

及び技術評価点の満点（Ⅰ型の場合１９．２５点）の配点を増減できる。 

　　　減点項目 　　　　　　　　　　評価基準
重要な契約不適合に伴う修補（損害賠償）請求を受けた事例あり
総合評価落札方式において技術評価項目の不履行を行った事例あり

配点

過去6ヶ月の措置による減点
-1.00
-1.00

減点　標準評価項目

Ⅳ－１－６ 減点項目 
(1) 減点 標準評価項目 

 ※ 令和２年度より前の「瑕疵」については、「契約不適合」と読み替える。 
 
ア 減点対象 

(ｱ)  過去６か月以内に重要な契約不適合に伴う修補(損害賠償)請求を受けた工事 
(ｲ)  過去６か月以内に総合評価落札方式において技術評価項目の不履行を行った工事 

 
イ 減点事例 

(ｱ)  重要な契約不適合に伴う修補（損害賠償）請求を受けた事例 
a  重要な契約不適合に伴う修補の請求、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の
賠償請求を受けた事例（工事施行成績で、２０点減点の措置を受けたもの）を減点対象
とする。 

b 過去６ヶ月は、当該工事の公告日の月の７ヶ月前から２ヶ月前までの６ヶ月間とし、
該当の有無は修補（損害賠償）請求日で判断する。 
(公告日が令和 7 年 5 月 10 日の場合、令和 6 年 10 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで 
の期間となる。） 
 

(ｲ) 総合評価落札方式において技術評価項目の不履行を行った事例 
a 総合評価落札方式において、工事施行成績の減点を伴う技術評価項目の不履行を行っ

た事例を減点対象とする。 
 （やむを得ない事情による配置技術者の不履行の場合は次項のウの(ｲ)による。） 
b 過去６ヶ月は、当該工事の公告日の月の７ヶ月前から２ヶ月前までの６ヶ月間とし、 
該当の有無は工事検査日で判断する。 
(公告日が令和 7 年 5 月 10 日の場合、令和 6 年 10 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで 
の期間となる。） 

 
ウ その他 

(ｱ) 減点評価対象工事は、管理組合発注工事を対象とする。 
(ｲ) 過去の工事における工事施行成績の減点の理由が、配置予定技術者における死亡・健康 
上の理由等、やむを得ない事情による主任（監理）技術者の資格、継続教育の不履行によ
る場合は「過去６ヶ月の措置による減点」の対象外とする。 

なお、上記事情の場合は、医療機関等の診断書の提示を求める。 

 
 
Ⅳ－１－７ 標準評価項目 
(1) 施工計画審査タイプ  

ア 基本的な考え方 

(ｱ) 施工計画審査タイプの技術評価点については、Ⅰ型は１９．２５点、Ⅱ型は１６．７５ 

点を基本とする。 

   (ｲ) 各評価項目は表 B を標準とする。 

 

イ 配点案 

(ｱ) 表 B に基づいて配点する。 

(ｲ) 簡易な施工計画は、Ⅰ型は①②③の 3 項目で配点を 15 点、Ⅱ型は①②③から２項目を

選択し、配点を１０点とする。 

 

ウ 必要に応じて、企業の施工能力、配置予定技術者、担い手の育成・確保、地域の守り手確保

及び技術評価点の満点（Ⅰ型の場合１９．２５点）の配点を増減できる。 

　　　減点項目 　　　　　　　　　　評価基準
重要な契約不適合に伴う修補（損害賠償）請求を受けた事例あり
総合評価落札方式において技術評価項目の不履行を行った事例あり

配点

過去6ヶ月の措置による減点
-1.00
-1.00

減点　標準評価項目
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－ 

評価 所見の具体的内容 事項 

工程管理に係る技術的所見で NETIS 掲載技術がない場合、２事項×１所見＝２枚まで

資料を添付できる。 

 
○ 

様式－１ 

簡易な施工計画【工程管理に係る技術的所見】 
 

工事名：   

会社(企業体)名： 

 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【目的】 

【提案】 

【範囲】 

【効果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ○○○文字 

異常気象等の緊

急時の対応にお

いて、工程遅延

防止のために、

あらかじめ対処

しておくべき技

術的な工夫 

【目的】 

【提案】 

【範囲】 

【効果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ○○○文字 

工事の特性等に応じて、以下のア～エから２事項を選択する。 

ア 異常気象等の緊急時の工程遅延防止 

イ 工期等の制約条件下での主たる工種における作業の効率化 

ウ 周辺環境等の制約条件下での工程遅延防止に係る作業の円滑化等 

エ その他 

NETIS 掲載技術の場合、 

NETIS 番号◯◯－◯◯◯◯◯◯－◯を記載する。 

※添付資料は不要 

入札参加者が 
左記の事項について工程管理をより適正に行うため
の技術的な工夫について、具体的に、かつ簡潔に記
述する。 
 

※ １つの事項につき１つの所見とし、400字程度
（文末に使用文字数を記載）で簡潔に記述するこ
と。 

  なお、２つ以上の所見と判断された場合には、
該当する事項を評価しない。 

（記入例） 

工期等の制約条

件がある場合に

おいて、所定の

工期内に完成さ

せるために、主

たる工種におい

て作業の効率化

を図る技術的な

工夫 

※本表は、落札者決定基準の別表として添付し入札参加者へ提示する。 ※評価 

○：加点評価の対象とする 

－：加点評価の対象としない 

×：実施不可 

注１ A4 用紙 1 枚以内にまとめるものとし、１つの所見につき４００字程度(文末に使用文字数を記載)で【目 
的】【提案】【範囲】【効果】毎に簡潔に記載すること。 

２ ワープロソフト使用の場合、フォントサイズは、11 ポイント以上とする。 
３  所見でＮＥＴＩＳ掲載の新技術・新工法がある場合は、ＮＥＴＩＳ番号を明記すること。 

また、ＮＥＴＩＳ掲載の新技術については、資料の添付は不要とし、ＮＥＴＩＳ掲載以外（掲載修了した旧 
ＮＥＴＩＳを含む）の工法等がある場合、技術的内容や効果が把握できる資料を１所見につき１枚まで添付す 
る事。 

なお、ＮＥＴＩＳ名称だけの不記載や番号の間違いは評価しない。 
４  提出された所見の内容の確認が必要な場合、追加資料又はヒアリングを求める場合がある。 

なお、差し替え及び再提出は認めない。 
 ５ 工程遅延防止や作業の効率化を図る提案を行う場合は、提案書や資料にその目的や効果を具体的に明記する 

こと。 
６ 「ICT 活用モデル工事」対象工事の対象工種に関する技術的所見については評価しない。ただし、ＩＣＴ技 

術を応用し、別の技術と組み合わせて効果を高める、別の効果を発現させる等、効果が明確であれば、その応 
用部分（付加的な内容）について評価する。 

 ７ 当該様式をＰＤＦ形式で提出する場合は、電子データ（Word、Excel 形式等）をＰＤＦ化したものを提出 
すること。 

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４） 

－ 

入札参加者が 

左記の事項について工程管理をより適正に行うための 

技術的な工夫について、具体的に、かつ簡潔に記述する。 

※ １つの事項につき１つの所見とし、４００字程度（文末 

に使用文字数を記載）で簡潔に記述すること。 

なお、２つ以上の所見と判断された場合には、該当する 

事項を評価しない。 

 

 

 

 

○○○文字 

工事の特性等に応じて、以下のア～エから 2 事項を選択する。 

ア 異常気象等の緊急時の工程遅延防止 

イ 工期等の制約条件下での主たる工種における作業の効率化 

ウ 周辺環境等の制約条件下での工程遅延防止に係る作業の円滑化等 

エ そ の 他 

 

 

 

 

 

 

 

                               ○○○文字 

評価 所見の具体的内容 事項 

ＮＥＴＩＳ掲載技術の場合、 

ＮＥＴＩＳ番号◯◯－◯◯◯◯◯◯－◯を記載する。 

※添付資料は不要 

工程管理に係る技術的所見で NETIS 掲載技術がない場合、２事項×１所見＝２枚まで

資料を添付できる。 

 
○ 

様式－１ 

簡易な施工計画【工程管理に係る技術的所見】 
 

工事名：   

会社(企業体)名： 

 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

異常気象等の緊

急時の対応にお

いて、工程遅延

防止のために、

あらかじめ対処

しておきべき技

術的な工夫 

※本表は、落札者決定基準の別表として添付し入札参加者へ提示する。 ※評価 

○：加点評価の対象とする 

－：加点評価の対象としない 

×：実施不可 

注１ A4 用紙 1 枚以内にまとめるものとし、１つの所見につき４００字程度(文末に使用文字数を記載)で簡潔に 

記載すること。 

２ ワープロソフト使用の場合、フォントサイズは、11 ポイント以上とする。 

３  所見でＮＥＴＩＳ掲載の新技術・新工法がある場合は、ＮＥＴＩＳ番号を明記すること。 

また、ＮＥＴＩＳ掲載の新技術については、資料の添付は不要とし、ＮＥＴＩＳ掲載以外（掲載修了した旧 

NETIS を含む）の工法等がある場合、技術内容や効果が把握できる資料を１所見につき１枚まで添付する 

事。 

なお、ＮＥＴＩＳ番号の不記載や番号の間違いは評価しない。 

４  提出された所見の内容の確認が必要な場合、追加資料又はヒアリングを求める場合がある。 

なお、差し替え及び再提出は認めない。 

 ５ 「ICT 活用モデル工事」対象工事の対象工種に関する技術的所見については評価しない。 

 
（用紙寸法 日本工業規格Ａ４） 
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